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実質的には不動産の持ち分を

所有するのと同じ考え方となり、相続や贈与

においての評価額は実物不動産と同様の扱い

となるため相続税・贈与税の圧縮効果が期待

できます。

生前に分割して贈与することも

可相続税評価での贈与となるため

贈与税の圧縮も期待できます！

遺産が分割しにくい

（１棟保有等）と争族の基となりことがあり

ますが、複数口を分割して引き継ぐことで、

円滑に相続を進めることが期待できます。

小口に分けられる！

１つでも当てはまったら、あなたにおすすめ！

圧縮

不動産小口化商品のメリット




